
     全国厚生労働関係部局長会議 
          （厚生分科会） 

            内閣府 
        平成25年2月20日（水） 

ー少子化対策と「子ども・子育て関連３法」ー 



１ 

子ども・子育て支援新制度に関する資料は下記のホームページに掲載しております。 

（内閣府ホームページ） http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html 

 

担当  内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室  ＴＥＬ 03-3581-1403  ＦＡＸ 03-3581-0992 



2011（平成23）年は、出生数105万806人、合計特殊出生率1.39。平成17年に1.26と過去最
低を記録してから微増傾向にあるが、なお楽観できない状況。 

出生数、合計特殊出生率の推移 
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・出生数
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1.39
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将来推計人口（平成24年推計ー2110年まで）                     
    【中位推計ー合計特殊出生率1.35】 

 
2010年 

 
2030年 

 
2060年 

 
2090年 

 
2110年 

 

総人口  
 

12,806万人 
 

11,662万人 
 

  8,674万人  
 
      

 

  5,727万人  
 

  4,286万人   

 

高齢人
口 

 

2,948万人 
 
高齢化率  
   23.0% 

 

3,685万人 
 
 
     31.6%  

 

  3,464万人 
       
 
     39.9% 

 

  2,357万人 
 
 
    41.2% 

 

  1,770万人 
 
 

       41.3% 

 

年少人
口 

 
1,684万人 
 
 

 
1,204万人 
 
 
     

 
  792万人 
       
 
      

 
  516万人 
 
 
     

 
    391万人 
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           将来人口動向の「ステージ」 

 我が国の人口動向は、大きく３つの「ステージ」を経て、人口減少に至る。 
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     少子化問題への対応    

晩婚・非婚化 

出生力の低下 

①結婚行動 

②夫婦出生  
 力 

９割は結婚意思
あり、希望子ど
も数は２人以上 

 
 
 
１．子育て支援 
 ○保育サービス   

   ○現金支給 

 
 
 

 
 
 
 
２．仕事と子育て両立    
 ○育児休業 

  ○ワークライフ・バランス  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
３．若者 の支援 
  ○雇用・生活環境改善 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
４．地域での支援 
  ○地域全体での支援 
 
 
 
 

 
 
 

出生率の向上 

(少子化の原因） 
 

子どもの資質向上 

幼児教育の重要性 

 
 
 
 
幼稚園・保育所に対する保護者の期待 
  ○「集団教育」への期待+「保育ニーズ」  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
「幼児教育」が与える効果 
  ○生涯にわたる「人格形成」、義務教育の基礎を培う 
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諸外国の合計特殊出生率の推移 

我が国の出生率を諸外国と比較すると、ドイツや南欧・東欧諸国、アジアNIES とともに、国際的に
みて最低の水準。また、低下の一途をたどっていることが特徴。 
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資料： 人口動態統計(日本)、Births and Deaths in England and Wales, 2010(イギリス）、Bilan demographique(フランス)2010年は暫定値、Statistisches Bundesamt(ドイツ)、 
            Demographic indicators(イタリア）、Summary of Population Statistics(スウェーデン)、National Vital Statistics Reports(アメリカ)、Birth and Death Statistics in 2010(韓国) 

アメリカ 
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1.39(2010) 
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1.40(2010) 

スウェーデン 
1.98(2010) イギリス 

2.00(2010) 

日本の合計特殊出生率の年次推移 
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 各国の少子化対策（家族政策）への取組    
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スウェーデンの少子化対策 
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                                                    地域別の出生率  

 都道府県によって、出生率は差がある。大都市部などで出生率が低いのに対して、  
 九州地方をはじめとする地域での出生率は高い。 

1.0前後＝東京 

1.2～1.4＝北海道、   
  首都圏、近畿  

1.4～1.6 
＝東北、中部、中 
  四国 

1.6～＝九州 
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○ 子ども・子育て支援新制度の創設 

   ・ ２４年３月の少子化社会対策会議決定を経て、子ども・子育て関連３法案（※１）を 

    閣議決定、国会提出 
           ※１  子ども・子育て支援法案 
                    総合こども園法案 
                    子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 

   

   ・ 政府提出の３法案について、国会における精力的な審議を経て、３党合意（※２） 

    （「社会保障・税一体改革に関する確認書」）を踏まえた議員修正等が行われ、 

    子ども・子育て関連３法が２４年８月に成立。        ※２  民主党・自由民主党・公明党 

 

    【成立した法律】    

      ・子ども・子育て支援法（議員修正） 

      ・認定こども園法の一部を改正する法律（議員立法） 

      ・子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 
      関する法律（議員修正） 
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 Ⅱ 社会保障費用の推計 

   

   １ 機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）にかかる費用 

     子ども・子育て、医療・介護等及び年金の各分野ごとの充実項目、重点化・効率化項目にかかる費用（公費）の 

    推計は別紙２の欄Ｄ及びＥに示すとおりである。 

         

     改革全体を通じて、2015 年度において 

          充実による額            3.8 兆円程度 

          重点化・効率化による額     ～▲1.2 兆円程度 

    を一つの目途として、機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）による追加所要額（公費）は、約2.7 兆円程度 

    と見込まれる。 

 

      2015 年段階における各分野ごとの追加所要額（公費）は、 

      Ⅰ 子ども・子育て          0.7 兆円程度 

      （税制抜本改革以外の財源も含めて1 兆円超程度の措置を今後検討） 

      Ⅱ 医療・介護等         ～1.6 兆円弱程度 

                        （総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 

      Ⅲ 年金              ～0.6 兆円程度 

      再掲：貧困・格差対策        ～1.4 兆円程度 

                        （総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 

      

    と見込まれる。 

 

   

   ２ 社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計 

   （略） 
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○ 社会保障・税一体改革に関する確認書（社会保障部分） （抄） 

   （平成24年6月15日 民主党・自由民主党・公明党 社会保障・税一体改革（社会保障部分）に関する実務者間会合） 
 

 二．社会保障改革関連５法案について 

 （１）子育て関連の３法案の修正等 

  ⑤ その他、法案の附則に以下の検討事項を盛り込む。 

   ○ 政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源の確保に努めるものとする。 
 

  ⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を 

    含めて１兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するものとする。 
 

○ 子ども・子育て支援法 

   附 則 

  （財源の確保） 

 第３条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した 

     財源の確保に努めるものとする。 
 

○ 子ども・子育て支援法案、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の 
 一部を改正する法律案及び子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に 
 関する法律案に対する附帯決議（平成24年8月10日 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会） 
 

 15 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、一兆円超程度の財源が必要であり、今回 

  の消費税率の引上げにより確保する〇・七兆円程度以外の〇・三兆円超について、速やかに確保の道筋 

  を示すとともに、今後の各年度の予算編成において、財源の確保に最大限努力するものとすること。 

 

安定財源の確保 
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子ども・子育て関連３法（平成24年8月成立）の趣旨と主なポイント 

◆３法の趣旨 

自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認

識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進 

 

◆主なポイント 
○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」） 

 及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設 

 ＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の

確保に対応 

○認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等） 

 ・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ 

 ・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 

 ・幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可） 

  ・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化 

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、 

 放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」 ）の充実 
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 ※ 幼保連携型については、認可・指導監督の一本化、 
    学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを与える等、制度改善を実施 

保育所 
０～５歳 

認定こども園 ０～５歳 

幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

子ども・子育て支援法 
～認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の財政支援

のための仕組み ～ 

施設型給付 

地域型保育給付 

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実施義務を
担うことに基づく措置として、委託費を支弁 

幼保連携型 

幼稚園 
３～５歳 
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幼保連携型 

〔類型〕 

幼稚園機能 
＋ 

保育所機能 

幼稚園型 

保育所型 

地方裁量型 

《現行制度》                           《改正後》 

幼稚園 
（学校） 

幼稚園 
（学校） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所
機能 

幼稚園
機能 

 
○施設体系は、現行どおり 
 
○財政措置は「施設型給付」
で一本化 

 

幼保連携型認定こども園 
（学校及び児童福祉施設） 

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可 
○ 保育所は児童福祉法に基づく認可 
○ それぞれの法体系に基づく指導監督 
○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置 

○ 改正認定こども園法に基づく単一の
認可 

○ 指導監督の一本化 
○ 財政措置は「施設型給付」で一本化 
※ 設置主体は国、自治体、学校法人、
社会福祉法人のみ 

○ 認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設  
（新たな「幼保連携型認定こども園」） 

  ・ 既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 
  ・ 設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可） 
○ 財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本化 
  → 消費税を含む安定的な財源を確保     

※設置主体は国、自治体、学校法人のみ 

※設置主体制限なし 

※設置主体制限なし 

※設置主体は国、自
治体、学校法人、社
会福祉法人のみ 

（４８６件） 

（２７３件） 

（１２２件） 

（３０件） 

（認定こども園の合計件数は９１１件（平成24年４月時点）） 

認定こども園法の改正について 
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○ 教育・保育施設を対象とする施設型給付に加え、以下の保育事業を市町村による認可事業とした上で、 
 地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとする。 
   ◇ 小規模保育（利用定員６人以上１９人以下） 
   ◇ 家庭的保育（利用定員５人以下） 
   ◇ 居宅訪問型保育 
   ◇ 事業所内保育（主として従業員のほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供） 
 

○ 待機児童が都市部に集中し、また待機児童の大半が満３歳未満の児童であることを踏まえ、こうした 
 小規模保育や家庭的保育などの量的拡充により、待機児童の解消を図る。 

 

○ 小規模保育、家庭的保育など、事業それぞれの特性に応じた客観的な認可基準を設定し、質の確保を図る。 
 また、認可の仕組みについては、大都市部の保育需要に対して、機動的に対応できる仕組みとする。 

 

○ 保育の必要性の認定、公的契約、市町村の関与、公定価格の算定の考え方、給付の支払方法などは、 
 施設型給付と同様とする。 

地域型保育給付の創設 

16 

基本的な制度設計 



○ 地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域 
 の実情に応じて実施する以下の事業とする。また、対象事業の範囲は法定する。 
 ・ 利用者支援 
 ・ 地域子育て支援拠点事業 
 ・ 一時預かり 
 ・ 乳児家庭全戸訪問事業 
 ・ 養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 
 ・ ファミリー・サポート・センター事業 
 ・ 子育て短期支援事業 
 ・ 延長保育事業 
 ・ 病児・病後児保育事業 
 ・ 放課後児童クラブ 
 ・ 妊婦健診 
 ・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 
 ・ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

17 

地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について 



幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み 

○ 基礎自治体（市町村）が実施主体 

・ 市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施 

・ 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える 

  
○ 社会全体による費用負担 

・ 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提 

（幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げに

より確保する０.７兆円程度を含めて１兆円超程度の財源が必要） 

 

○ 政府の推進体制 

・ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備 

 

○ 子ども・子育て会議の設置 

・ 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、 

  子育て支援当事者等（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者）が、 

  子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして 

  子ども・子育て会議を設置 

・ 市町村等の合議制機関の設置努力義務 
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市町村子ども・子育て支援事業計画 

需要の調査・把握 

計画的な整備 

子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供（イメージ） 

子ども・子育て家庭の状況及び需要 

子どものための教育・保育給付 

認定こども園、幼稚園、保育所 ＝ 施設型給付の対象※ 

 
小規模保育事業者 
家庭的保育事業者 
居宅訪問型保育事業者 
   事業所内保育事業者 

地域型保育給付の
対象※ 

※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可を受けた施設・事業者 

（子ども・子育てのニーズ） 
 学校教育＋子育て支援 

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用せず家庭で子育

てを行う家庭 
（子ども・子育てのニーズ） 
 学校教育＋保育＋放課後児童ク
ラブ＋子育て支援 

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用する家庭 

（子ども・子育てのニーズ） 
 保育＋子育て支援 

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用する家庭 

（子ども・子育てのニーズ） 
 子育て支援 

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用せず家庭で子育

てを行う家庭 
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＝ 

地域子ども・子育て支援事業 
・地域子育て支援拠点事業 

     ・一時預かり 
・乳児家庭全戸訪問事業等 

・延長保育事業 
・病児・病後児保育

事業 

放課後児童
クラブ 

（施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応） 

※対象事業の範囲は法定 



本格施行までの現時点での想定イメージ（平成27年度施行を想定） 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

主な動き 
（想定） 

4月 消費税８％引き上げ（注1） 
保育緊急確保事業実施 

本格施行（注2） 
10月 消費税10％に引き上げ（注1） 

基本指針・事業計画 

認可基準（幼保連携型

認定こども園）・ 
確認基準 

保育の必要性の 
認定基準 

公定価格 

市町村事業 

幼保連携型認定こど
も園保育要領（仮称） 

保育緊急確保事業 

実施体制 

（注１）消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされている。 
（注２）本格施行の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。 
（注3）地域子ども・子育て支援事業の関係では、放課後児童健全育成事業の基準を条例で定める必要がある。 

子ども・子育て支援新制度施行準備室（内閣府） 子ども・子育て本部（内閣府） 

自治体において準備組織を設置 一元的実施体制を整備 

会議等での検討 

会議等での検討 

市町村・都道府県事業計画の検討 

条例の検討 

会議等での検討 条例（注3）の検討 

対象事業、要綱等の検討 

保育計画の改定 
（特定市町村） 保育緊急確保事業の実施 

実態調査 実態調査、会議等での検討 

届出受理・事業実施準備 

   国で実施 → 自治体で実施 

骨格の提示 

利用者負担の設定 

認可・確認事務 

会議等での検討 認定事務 

関係審議会等での検討 

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
設
置 

ガイドライン等の策定 

認定こども園職員に対する研修等 

地方版も 
順次設置 
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地方版子ども・子育て会議について 

平成２５年１月 
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１．公布通知（平成２４年８月発出）等でお願いした内容 

○ 子ども・子育て支援法第７７条に規定する「審議会その他の合議制の機関」（以下「地 方版子ど
も・子育て会議」という。）に関する規定は、国の子ども・子育て会議の設置に関する規定と同じく、
平成２５ 年４月１日に施行することとしている。 

 

○ 当該規定については、衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における審議を踏まえ、
政府案の「（合議制の機関を）置くことができる」との規定が「置くよう努めるものとする」との規
定に修正されたもの。 

 

○ 地方版子ども・子育て会議は、市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支
援事業支援計画等への子育て当事者等の意見の反映を始め、自治体における子ども・子育て支援施策
を地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保するうえで重要な役割を果たす
ものであることから、設置するよう努めてほしい。 

  また、設置する場合には、同会議において市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ど
も・子育て支援事業支援計画の調査審議等が充分行えるよう設置時期について留意していただきたい。 

 

○ 地方版子ども・子育て会議の人選については、会議が、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分
に踏まえてその事務を処理することができるよう、留意していただきたい。 

 

⇒ 以上から、平成２５年度の出来るだけ早期に、少なくとも教育、保育、子育て支援を３
本柱を中心とするバランスを配慮し、かつ、子育て当事者の参画に配慮した構成員により、
条例による地方版の子ども・子育て会議の設置に努めて頂きたい。 
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２．地方版子ども・子育て会議に関するＱ＆Ａ 

Ｑ 地方版子ども・子育て会議の役割は何か。 

条例で地方版子ども・子育て会議を設置した場合、自治体が、教育・保育施設や、地域型保育事業の利用
定員を定める際や、市町村計画、都道府県計画を策定・変更する際は、この会議の意見を聴かなければなら
ないとされている。また、同会議においては、自治体における子ども・子育て支援に関する施策の総合的か
つ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について、調査審議することとされている。 

  地方版子ども・子育て会議は、市町村計画、都道府県計画等へ、地域の子育てに関するニーズを反映して
いくことを始め、自治体における子ども・子育て支援施策が地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて
実施されることを担保するなど、重要な役割を果たすことが期待されている。特に、児童福祉、教育、双方
の観点を持った方々の参画を得て、地域における子ども・子育て支援について調査審議していただく必要が
ある。 
 市町村計画、都道府県計画を策定する際に審議を行うことは同会議の重要な役割の一つであるが、計画を

策定すれば終わりということではなく、子育て支援施策の実施状況を調査審議するなど、継続的に点検・評
価・見直しを行っていく（ＰＤＣＡサイクルを回していく）役割が期待されている。 

 
Ｑ 地方版子ども・子育て会議は、国の子ども・子育て会議と同様の構成に 
 しなければならないのか。雛形等を示す予定はないのか。 

  地方版子ども・子育て会議は、必ずしも国の子ども・子育て会議と同様の構成にしなければならないもの
ではない。現時点で、具体的な雛形等を示す予定はないが、国の子ども・子育て会議のメンバー構成は法律
上、子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育
て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者等である。地方版につい
ても、こうした構成を参考に、バランスよく、幅広い関係者を集めていただく事を想定し、運営に必要な予
算を確保してほしい。 
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Ｑ 既存の協議会や審議会を活用することは可能か。 

  既存の協議会や審議会を活用することは可能であるが、子ども・子育て支援法第７７条に基づく事項（会
議の設置や組織及び運営に関し必要な事項）を条例で規定する必要がある。 

  また、制度の趣旨を踏まえ、構成員に教育・保育両分野の関係者を入れ、子育て当事者の参画に配慮する
等幅広く意見を聞いていただく仕組みとしてほしい。 

 

Ｑ 地方版子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な
推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議する、としているが、具体的に
はどのような事項に関する調査審議を想定しているのか。  

  条例で地方版子ども・子育て会議を設置した場合、同会議は、関係者が政策プロセス（ＰＤＣＡサイク
ル）に、政策立案から実行、評価まで一貫して関与する場として機能することが期待されるところ。 

  すなわち、同会議は、施設や事業の垣根を越えて地域の子育てニーズを一連の政策プロセスに反映させる
上で重要な役割を果たすと考えており、実施計画の内容や、定員設定のあり方の審議をはじめ、具体的には
次のような点について調査審議することが想定される。 
・潜在的なものを含め教育・保育・子育て支援のニーズが適切に把握されているか（過剰に見積もっていな

いか、不足していないか。） 
・教育・保育施設と地域型保育など、施設・事業のバランスのあり方、教育・保育の提供体制のあり方や目

標 
・ニーズを満たすだけの必要な地域子ども・子育て支援事業が計画に盛り込まれているか 
・費用の使途実績の調査や事業の点検評価（給付・事業毎にそれぞれいくら使われているか、何人の子ども

が利用しているか、運営や自己評価の適切性の確認など） 
・現行の計画について見直すべき部分はないか 

なお、保育料の改定など個別の給付や事業の扱いに関する詳細事項について、同会議で調査審議を行うか
否かは、法律上の義務付け等はなく、自治体の裁量に委ねられているものと認識している。 
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Ｑ 会議の設置時期については、平成25 年4 月施行とされているが、 
 実際に設置するのは国から基本指針が示されるのを待ってからでもよいか。 

 市町村計画、都道府県計画の策定については25年度から26年度半ばまでの約１年半の間に、現行の計画
のレビュー、ニーズ調査に基づく教育・保育・子育て支援の量の見込み（需要計画）と確保方策（供給計
画）までの一連の作業を完了させる必要がある。計画の円滑な策定に資するためにも、新制度に対する理解
の共有や現行の次世代法に基づく地域行動計画のレビューをまずは行っていただくことが必要であり、平成
25 年度のできる限り早期に設置をお願いしたい。 

 
Ｑ 会議の名称は、「子ども・子育て会議」としなければならないのか。 

 名称については、特に法律上の定めはなく、各自治体の判断で役割にふさわしい名称を付していただくべきもので
あり、必ずしも「子ども・子育て会議」という名称である必要はないが、設置根拠となる条例等により、当該会議が
子ども・子育て支援法第７７条に基づき設置される会議であることが分かるようにすべきと考えられる。  
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３．条例設置に関する留意点 

○ 子ども・子育て支援法第７７条に定める地方版子ども・子育て会議は、
「条例で定めるところにより」置かれるもので、地方自治法第１３８条
の４第３項の規定に基づく附属機関である。 

○ 地方版子ども・子育て会議は、複数の執行機関の附属機関とすること
も可能である。（例えば、地方公共団体の長の契約の締結を合理的かつ公正にするための審議機関を置い

た場合、教育委員会の所掌事務に関する契約締結についての審議を行わせるために別個の附属機関を設ける必要は
なく、当該審議機関をしてこれを行わせることができ、この場合、当該審議機関は、地方公共団体の長と教育委員
会と両者に附属するものとなる。） 

○ 条例で置かれた既存の会議について、子ども・子育て支援法第７７条
第３項で規定する「会議の設置や組織及び運営に関し必要な事項」等、
条例で定めるべき内容が、条例で網羅されていれば、当該会議を子ど
も・子育て支援法第７７条に規定する「審議会その他の合議制の機関」
とすることは可能。 
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子ども・子育て支援法（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号）（抄） 
 （特定教育・保育施設の確認） 
第三十一条 （略） 
２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その
他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 
  （特定地域型保育事業者の確認） 
第四十三条 （略） 
２ （略） 
３ 市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。）の利用定員を定
めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意
見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。  

 
 （市町村子ども・子育て支援事業計画） 
第六十一条 （略） 
２～６ （略） 
７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審
議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子
ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。  

 
 （都道府県子ども・子育て支援事業支援計画） 
第六十二条  （略） 
２～４ 
５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第
四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者
その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。  

参照条文 
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（市町村等における合議制の機関） 
第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機 関を置く

よう努めるものとする。 
一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。  
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。  
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。  
四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の
実施状況を調査審議すること。  

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に
踏まえなければならない。  

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。  

４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努める
ものとする。  
一  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。  
二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策
の実施状況を調査審議すること。  

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。  
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